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指定介護老人福祉施設 

特別養護老人ホーム一想園 

「指定通所介護事業所・介護予防・日常生活支援総合事業所 和来」 

重要事項説明書 

 

当事業所は介護保険の指定を受けています。 

（茨城県指定 第 ０８７０２０１４２３ 号） 

 

当事業所はご契約者に対して指定通所介護サービス・介護予防通所介護サービスを提供しま

す。事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説

明します。 

 

※ 当サービスの利用は、原則として要介護認定の結果「要支援」「要介護」と認定された方が対象になり

ます。また、通所介護事業と介護予防通所介護事業は一体的に運営します。 

 

１. 施設経営法人 

法人名 社会福祉法人 愛正会 

法人所在地 茨城県高萩市下手綱大谷口１９５１－１５ 

電話番号 ０２９３－２４－６３２２ 

代表者氏名 理事長  金川 美希子 

設立年月 昭和５７年 ４月 １日 

 

 

２. 事業所の概要 

施設の種類 
指定通所介護事業所      平成２２年 １月２０日指定  

指定介護予防通所介護事業所 平成２２年 １月２０日指定 

茨城県 

第０８７０２０１４２３号 

施設の名称 指定介護老人福祉施設 特別養護老人ホ－ム  一想園 

事業所の名称 指定通所介護事業所 ・介護予防・日常生活支援総合事業所 和来 

施設の所在地 茨城県日立市田尻町２－８－１０ 

電話・ＦＡＸ 電話０２９４－４３－０９９０ ＦＡＸ０２９４－４４－８６８８ 

管理者氏名 林 輝彦 

開設年月 平成２２年 １月 ２０日  

利用定員 ２０名／日（通所介護事業・介護予防・日常生活支援総合事業利用者との合計数） 

 

 

（１）事業所の目的 

要介護状態の被保険者（以下、「利用者」という。）について、居宅介護サービス計画に基づき、可能な

限り、居宅における生活の維持・向上を念頭において、入浴、排泄、食事等の介護や指導、相談及び援助、

社会生活上の便宜の供与その他日常生活上の支援、機能訓練、健康管理及び療養上の介助や指導を行なうこ

とにより、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように援助することを目的

としています。 
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（２）事業所の運営理念 

『ノーマライゼーションの実現』  ～想うままに あなたらしく いきいきと～ 

 

 

（３）施設の運営方針 

１． 住み慣れた家のように、一人ひとりの利用者が落ち着いて暮らせる環境を整えよう。 

２． 馴染みの関係を大切にし、一人ひとりの利用者の想いに寄り添おう。 

３． 一人ひとりの利用者の暮らしのリズムに沿った細やかな生活支援をしよう。 

４.  一人ひとりの利用者が家族や地域社会とのつながりを保ち続けられるよう園内外の交流の場作りに

努めよう。 

５． 一人ひとりの利用者が望む暮らしを営めるためのより良い支援ができるように、職員全員が知識と技

術の向上を図ります。 

 

 

 

（４）通常の事業の実施地域 

通常の送迎の実施地域は、以下の区域とします。 

 <通所介護事業> 

日立市（但し、十王町友部、十王町伊師、川尻町、砂沢町、折笠町、日高町、小木津町、助川町、城南

町、弁天町、幸町、旭町、平和町、鹿島町、神峰町、白銀町、高鈴町、宮田町、会瀬町、本宮

町、滑川町、滑川本町、東町、若葉町、田尻町に限る） 

<介護予防通所介護事業> 

日立市（上記と同様） 

 

 

（５）営業日及び営業時間 

営業日 

営業時間 

毎週月曜日から金曜日 (土曜日、日曜日 １２月３１日から１月３日を除く） 

８：３０～１７：３０ 

受付時間 電話等により２４時間常時連絡可能な体制をとります。 

 

（６）利用定員 

通所介護  ２０名／日 （通所介護事業・介護予防・日常生活支援総合事業利用者との合計数） 

 

３．職員の配置状況 

当事業所では、ご契約者に対して指定通所介護サービス及び指定介護予防通所介護サービスを提供する職員

として、以下の職種の職員を配置しています。 

 

（１）主な職員の配置状況 

職員の配置については、指定基準を遵守しています。 
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職 種 指定基準 備 考 

１．施設長（管理者） １名 施設と兼務 

２．事務員 １名 施設と兼務 

３．看護職員 １名 機能訓練指導員と兼務 

４．機能訓練指導員 １名 看護職員と兼務 

５．生活相談員 １名  

６．介護職員 ２名以上  

７．介助員   

 

（２）主な職種の勤務体制 

職 種 勤 務 体 制 

１．看護職員 勤務時間   ８：３０～１７：３０  常時１名配置 

２．機能訓練指導員 勤務時間   ８：３０～１７：３０  常時１名配置 

３．生活相談員 勤務時間   ８：３０～１７：３０  常時１名配置 

４．介護職員 
勤務時間 日勤８：３０～１７：３０ 

標準的な時間帯における最低配置人員  ２名 

 

４．当事業所が提供するサービスと利用料金 

当事業所が提供するサ－ビスについては、 

○ 利用料金が介護保険から給付される場合 

○ 利用料金の全額をご契約者に負担いただく場合があります。 

 

（１）介護保険の給付の対象となるサ－ビス（契約書第４条参照） 

以下のサ－ビスについては、利用料金の大部分（通常９割、８割、７割）が介護保険から給付されます。 

 

当事業所では、ご契約者に対して以下のサ－ビスを提供します。 

≪サービスの概要≫ 

  ① 食事 

・当施設では、管理栄養士の立てる献立表により、栄養並びにご契約者の身体の状況及び嗜好を考慮

した食事を提供します。 

   ・クックチル方式を導入した食事を提供します。また、ご契約者のご希望により治療食（糖尿食・潰

瘍食・腎臓食）も提供します。 

   ・ご契約者の自立支援のため離床して食堂にて食事をとっていただくことを原則としています。 

食事時間  昼食 １２：２０～ 

  

 ② 入浴・個浴で入浴サービスを行います。 

    

 ③ 排泄・排泄の自立支援のため、ご契約者の身体能力を最大限活用した援助を行ないます。 

 

 ④ 健康管理・看護職員が、健康管理を行ないます。 

 

⑤ 送迎・ご希望の方には専用車輌による送迎を実施します。 
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 ⑥ その他自立への支援・ご希望により、レクリエーション・行事活動等のアクティビティの支援をし

ます。 

            ・個別の通所介護計画又は介護予防通所介護計画に基づくリハビリの支援をし

ます。 

 

≪サ－ビス利用料金（要支援は１月あたり，要介護は１日あたり）≫（契約書第４条参照） 

下記の料金表によって、ご契約者の要介護度に応じたサ－ビス利用料金と各種加算額から介護保険給

付額を除いた合計金額をお支払い下さい。（サ－ビスの利用料金は、ご契約者の要支援・要介護度に応

じて異なります。） また、該当者には、社会福祉法人による利用者負軽減制度が適用されます。 

１．ご契約者の要介護 

とサービス利用料金 

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

１７，９８０円 ３６，２１０円 ６，５８０円 ７，７７０円 ９，０００円 １０，２３０円 １１，４８０円 

２．うち、介護保険から給付される金額 １６，１８２円 ３２，５８９円 ５,９９２円 ６，９９３円 ８，１００円 ９，２０７円 １０,３３２円 

３．サービス利用における自己負担額 １，７９８円 ３，６２１円 ６５８円 ７７７円 ９００円 １，０２３円 １，１４８円 

※基本の利用料金は、７時間以上８時間未満の通所介護費又は介護予防通所介護費になっています。 

また、要支援１の場合は、原則月４回、要支援２場合は、原則月８回のご利用となります。 

なお、施設の送迎サービスを希望されない場合等ご希望により、利用時間を短縮することは可能です。 

※２割負担、３割負担の方は料金が異なりますのでご注意ください。 

<通所介護事業> 

 

※自宅での入浴を目標に支援を受ける場合                          

                            

<通所介護事業・介護予防通所介護事業> 

 

サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 

 

通所介護 １８円／回 

要支援１・事業対象者 ７２円／月 

要支援２・事業対象者 １４４円／月 

※介護福祉士の割合が５０％を超えている場合加算されます。 

 

介護職員等処遇改善加算Ⅰ 要介護１から５ 

要支援１・２・事業対象者 

所定単位 

９２／１０００ 

 

<通所介護事業・介護予防通所介護事業> 

科学的介護推進体制加算     ４０円／月 

※ 厚生労働省に情報を提供し、アドバイスを受けながらより良い介護を行います。 

 

若年性認知症利用者受入加算 
通所介護 ６０円／回 

介護予防 ２４０円／月 

※ 若年性認知症と診断され利用する方が対象です。 

<介護予防通所介護事業> 

アクティビティ実施加算 ８１円／月 

※ 計画的にアクティビティ（集団的に行うレクリェーション・創作活動等の機能訓練）を実施いたします。 

入浴介助加算Ⅰ ４０円／回 

入浴介助加算Ⅱ ５５円／回                 
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 ☆ ご契約者がまだ要介護・要支援認定を受けていない場合には、サ－ビス利用料金の金額をいったんお

支払いいただきます。要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から 払い戻されま

す（償還払い）。償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請を行なうために必要となる事項を記

載した「サ－ビス提供証明書」を交付します。 

☆ 介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負担額を変更します。 

（２）介護保険の給付対象とならないサ－ビス（契約書第５条、第９条） 

≪サ－ビスの概要と利用料金≫ 

 ① 食費（食事代） 

昼食・おやつ・飲み物の提供にかかる費用です。 

利用料金   １日 ６４０円 

※治療食（糖尿食・減塩食・腎臓食等）も含む 

  ② 理美容サービス 

・理容師の出張による理髪サ－ビス（調髪・顔剃）をご利用いただけます。 

   ・利用料金 １回あたり ① 調髪 １，５００円  

                 顔剃  ５００円 ※顔剃のみは不可 月に二度木曜日に実施 

                 

② 調髪 ２, ０００円 

                                                    ※顔剃は行わない 月に一度火曜日に実施 

③ 複写物の交付 

・ご契約者は、サ－ビスの提供についての記録をいつでも閲覧できますが、複写物を必要とする場合

には実費をご負担いただきます。 

・費用 １枚につき １０円 

 

  ④ 日常生活上必要となる物品等にかかる諸費用 

   ・オムツ代  装着型紙オムツ   １５０円 

          紙パンツ      １５０円 

          紙パッド       ５０円 

・処置材料費 ガーゼ（Ｌ）     ７０円 （М） ６０円 

          防水フィルム（Ｌ） ２００円 （М） １００円 

  ⑤ 教養娯楽費 実費 

☆ 上記『介護保険の給付とならないサービスの利用料金』については、消費税の課税対象になるものも含

まれていますが、消費税込みの金額を表示しています。 

☆ その他、介護保険の給付対象とならないサービスを提供した場合には、実費相当額をいただきます。 

☆ 経済状況の著しい変化その他やむを得ない理由がある場合、相当な額に変更することがあります。その

場合事前に変更の内容と変更する理由について、変更を行う２ヶ月前までにご説明します。 

 

（３）利用料金のお支払い方法（契約書第７条参照） 

前記（１）、（２）の料金・費用は、１ヶ月ごとに計算しご請求しますので、翌月末日までにご契約時

に確認させて頂いた指定の金融機関の口座から引き落としを原則とします。やむをえず、その他の方法で

支払いを希望される場合は別途対応致します。なお、金融機関口座からの自動引き落としに関しては、ご

利用されている各金融機関より引き落とします。（利用した翌月の末日に引き落しされます。） 
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（４）利用の中止、変更、追加（契約書第８条参照） 

 ① 利用予定日の前に、ご契約者の都合により、サービスの利用を中止又は変更、もしくは新たなサービ

スの利用を追加することができます。この場合、利用予定日の前日までに事業者に申し出て下さい。 

 ② サービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所の稼働状況によりご契約者の希望する日にサー

ビスの提供ができない場合、他の利用可能日を契約者に提示して協議します。 

③ ご契約者がサービスを利用している日でも、利用を中止することができます。その場合、既に実施さ

れたサービスに係る利用料金はお支払いいただきます。 

 

５．サービスの利用方法 

（１）サービスの利用開始 

まず、お電話等でお申し込みください。当事業所職員がお伺いいたします。サービスの提供の依頼を受

けた後、契約を結び、通所介護計画書又は介護予防通所介護計画書を作成して、サービスの提供を開始し

ます。※ 居宅サービス計画又は介護予防居宅サービス計画（ケアプラン）の作成を依頼している場合は、 

事前に介護支援専門員とご相談ください。 

 

（２）サービスの終了 

 ① お客様のご都合でサービスを終了する場合 

サービスの終了を希望する日の１週間前までに文書でお申し出ください。なお、文書は当方で用意し

てありますので、必要なときはお申し付けください。 

 ② 当事業所の都合でサービスを終了する場合 

   人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合がございます。その

場合は、終了１ヶ月前までに文書で通知したします。 

 

６．事故発生時の対応について 

 ① サービス提供中に事故が発生した場合は、ご利用者のご家族、市町村及び利用者にかかる居宅支援事

業所へ連絡するとともに、必要な措置を講じます。 

 ②事故の状況や事故に際してとった処置については記録を作成し、事故発生の原因究明と予防の検討を行

い再発防止に努めます。 

 

 

７．第三者による評価の実施状況 

 

 １ あり 実施日     ：  年  月  日 

評価機関名称   ：  

結果の開示    ： 

 

  ２ なし  

 

８．苦情の受付について（契約書第２６条参照） 

（１）当施設における苦情の受付 

当施設における苦情やご相談は以下の専用窓口で受付けます。 
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＜苦情受付窓口（担当者）＞ 

生活相談員 矢代 美帆 

 ＜受付時間＞ 

毎週月曜日～土曜日 ８：３０～１７：３０ 

連絡先：０２９４－４３－０９９０ 

また、苦情受付ボックス『ご意見箱』を受付に設置しています。 

（２）行政機関その他苦情受付機関 

日立市市役所 

福祉事務所高齢福祉課 

所在地 茨城県日立市助川町１－１－１ 

ＴＥＬ ０２９４－２２－３１１１（内線２２６） 

ＦＡＸ ０２９４－２４－２２８１ 

受付時間  ９：００～１７：００ 

茨城県国民健康保険団体連合会 所在地  茨城県水戸市笠原町９８７－２６ 

ＴＥＬ ０２９－３０１－１５６５～１５６７ 

ＦＡＸ ０２９－３０１－１５７９・１５８０ 

受付時間 未定 

茨城県福祉サービス運営適正化委員会 所在地 茨城県水戸市笠原町９８７－２６ 

ＴＥＬ ０２９－２４１－１１３３ 

ＦＡＸ ０２９－２４１－１４３４ 

受付時間 ９：００～１７：００ 

令和   年   月   日 

 

指定通所介護サービス・指定介護予防通所介護サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の 

説明を行いました。 

 

指定介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム 一想園 

指定通所介護事業所・指定介護予防通所介護事業所 和来 

 

説明者職名                    氏名                  印 

 

 

 

 

 

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、指定通所介護サービス・指定介護予防通所介

護サービスの提供開始に同意しました。 

                  契 約 者    ：住所     

                          ：氏名                印 

                  身元保証人    ：住所 

                                  ：氏名                印 

（契約者との関係）： 

 

「指定通所介護事業所・指定介護予防通所介護事業所 和来」 
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重要事項説明書付属文書（通所介護・介護予防通所介護） 

 

１．施設の概要 

（１）建物の構造      鉄筋コンクリート造  ４階 

 

（２）敷地面積       ５，１７８．３１㎡ 

 

（３）建物の延面積     ６，８３５．３５㎡ 

（和来 ： ３００．００㎡） 

 

（４）併設事業 

 当施設では、次の事業を併設して運営しています。 

①  介護老人福祉施設           定員８０名 平成２２年 １月 ２０日 指定 

②  短期入所生活介護           定員２０名 平成２２年 １月 ２０日 指定 

③  介護予防短期入所生活介護             平成２２年 １月 ２０日 指定 

④  障害福祉サービス事業所              平成２２年 ２月  １日 指定 

  

 

（５）施設の周辺環境 

日立市の北西、小木津山の裾野に位置し、自然の豊かさと交通の便利さを兼ね備えた静かな場所にある

施設です。 

 

２. 職員の配置状況 

介護職員・・・・・・ご契約者の日常生活上の介護ならびに健康保持のための相談・助言等を行います。 

生活相談員・・・・・ご契約者の日常生活上の相談に応じ、適宜生活支援を行います。１名の生活相談員

を配置しております。 

看護職員・・・・・・主にご契約者の健康管理や療養上の世話を行いますが、日常生活上の介護や介助等

も行います。 

機能訓練指導員・・・ご契約者のご希望により、生活相談員・介護職員と協働で、レクリェーション・行

事活動等のアクティビティの支援と個別の通所介護計画又は介護予防通所介護計画

に基づくリハビリの支援を行います。 

 

３．契約締結からサービス提供までの流れ 

ご契約者に対する具体的なサービス内容やサービス提供方針については、「居宅サービス計画（ケアプラ

ン）」又は「介護予防居宅サービス計画」がある場合はその内容を踏まえ、契約締結後に作成する通所介護

計画・介護予防通所介護計画に定めます。 
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４．サービス提供における事業者の義務 

 当事業所は、ご契約者に対してサービスを提供するにあたって、次のことを守ります。 

① ご契約者の生命、身体、財産の安全・確保に配慮します。 

② ご契約者の体調、健康状態からみて必要な場合には、医師又は看護職員と連携のうえ、ご契約者から

聴取、確認します。 

③ ご契約者に提供したサービスについて記録を作成し、５年間保管するとともに、ご契約者又は代理人

の請求に応じて閲覧することができます。 

④ ご契約者に対する身体的拘束その他の行動を制限する行為を行いません。ただし、ご契約者又は他の

利用者等の生命、身体を保護するために緊急やむを得ない場合には、記録を記載するなど適正な手続き

により身体等を拘束する場合があります。 

⑤ 事業者及びサービス従事者または従業員は、サービスを提供するにあたって知り得たご契約者または

ご家族に関する事項を正当な理由なく、第三者には漏洩しません。（個人情報の保護） 

但し、ご契約者に緊急な医療上の必要性がある場合には、医療機関等にご契約者の心身等の情報を提

供します。 

 

５．施設利用の留意事項 

 当事業所のご利用にあたって、利用者の共同生活の場としての快適性、安全性を確保するため、下記 

の事項をお守りください。 

（１）施設・設備の使用上の注意 

 ○ 故意に、又はわずかな注意を払えば避けられたにも係わらず、施設・設備を壊したり、汚したりした

場合には、ご契約者に自己負担により原状に復していただくか、又は相当の代価をお支払いいただく場

① 当事業所の生活相談員等に通所介護計画・介護予防通所介護計画の原案作成やそのた

めに必要な調査等の業務を担当させます。 

② その担当者は通所介護計画・介護予防通所介護計画の原案について、ご契約者及びそ

の家族等に対して説明し、同意を得たうえで決定いたします。 

③ 通所介護計画・介護予防通所介護計画は、居宅サービス計画又は介護予防居宅サービ

ス計画(ケアプラン)が変更された場合、もしくはご契約者及びその家族等の要請に応じ

て、変更の必要があるかどうかを確認し、変更の必要がある場合には、ご契約者及びそ

の家族等と協議し、通所介護計画・介護予防通所介護計画を変更します。 

④ 通所介護計画・介護予防通所介護計画が変更された場合には、ご契約者に対して書

面を交付し、その内容を確認していただきます。 
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合があります。 

 ○ 当事業所の職員や他の利用者に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、政治活動、営利活動を行うこと

はできません。 

 

（２）喫煙 

敷地内の喫煙スペースで喫煙して下さい。それ以外の場所での喫煙はできません。 

 

（３）利用中の医療の提供について 

ご利用中に急な体調の不良等の理由で医療が必要となった場合、ご契約者の希望により下記協力医療機

関において、診療や入院治療を受けることができます。（但し、下記医療機関での優先的な診療・入院治療

を保証するものではありません。また、下記医療機関での診療・入院治療を義務付けるものでもありません。） 

≪協力医療機関≫ 

医療機関の名称 田尻ヶ丘病院 

所在地 茨城県日立市田尻町３－２４－１ 

診療科 
内科・消化器内科・腎臓内科・循環器内科・神経内科・老年内科・放射線科・

血液透析センター・歯科・小児歯科 

 

６．損害賠償について 

当事業所において、事業者の責任によりご契約者に生じた損害については、事業者は速やかにその損害を

賠償いたします。個人情報保護規定に違反した場合も同様とします。 

但し、その損害の発生について、契約者に故意又は過失が認められた場合には、契約者の置かれた心身の

状況を斟酌して相当と認められる時に限り、事業者の損害賠償責任を減じる場合があります。 

 

 

７．サービス利用をやめる場合 

契約の有効期間は、契約締結の日から契約者の要介護認定の有効期間満了日までですが、契約期間終了の

２日前までに契約者から契約終了の申し入れがない場合には、契約は更に同じ条件で更新され、以後も同様

となります。 

契約期間中は、以下のような事由がない限り、継続してサービスを利用することができますが、仮にこのよ

うな事項に該当するに至った場合には、当事業所との契約は終了します。 

① ご契約者が死亡した場合 

② 要介護認定によりご契約者の心身の状況が自立と判定された場合 

③ 事業者が解散した場合、破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉鎖した場合 

④ 施設の滅失や重大な毀損により、ご契約者に対するサービスの提供が不可能になった場合 

⑤ 当事業所が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合 

⑥ ご契約者から解約又は契約解除の申し出があった場合（詳細は以下をご参照ください） 

⑦ 事業者から契約解除を申し出た場合（詳細は以下をご参照ください） 

 

（１）ご契約者からの解約・契約解除の申し出 

  契約の有効期間であっても、ご契約者からの利用契約を解約することができます。その場合には、契約

終了を希望する日の５日前までに解約届出書をご提示下さい。 

但し、以下の場合には、即時に契約を解約することができます。 
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① 介護保険給付対象外サービス利用料金の変更に同意できない場合 

② ご契約者が医療機関又は介護保険施設に入院・入所された場合 

③ ご契約者の「居宅サービス計画(ケアプラン)」又は「介護予防居宅サービス計画」が変更された場    

  合 

④ 事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める通所サービスを実施しない場合 

⑤ 事業者もしくはサービス従事者が守秘義務に違反した場合 

⑥ 事業者もしくはサービス従事者が故意又は過失によりご契約者の身体・財物・信用等を傷つけ、又 

は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合 

⑦ 他の利用者がご契約者の身体・財物・信用等を傷つけた場合もしくは傷つける恐れがある場合に 

おいて、事業者が適切な対応をとらない場合 

 

（２）事業者からの契約解除の申し出 

以下の事項に該当する場合には、本契約を解除させていただくことがあります。 

① ご契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、

又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合 

② ご契約者による、サービス利用料金の支払いが３ヶ月以上遅延し、相当期間を定めた催告にもかか

わらずこれが支払われない場合 

③ ご契約者が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者もしくは他の利用者等の生命・

身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどによって、本契約を継続しがたい

重大な事情を生じさせた場合 

 

（３）契約の終了に伴う援助 

  契約が終了する場合には、事業者はご契約者の心身の状況、置かれている環境等を勘案し、必要な援助

を行うよう努めます。 

  

 


